
公の施設のあり方検討部会について 

 

 
１ 検討部会設置の必要性 

(1) 公の施設（現在約210施設）については、サービスの向上と効率的な施設

運営に努めているが、極めて厳しい財政状況の中、限られた資源を有効に

活用するためには、一層効率的な運営を図るとともに、施設の必要性を含

めて、そのあり方について見直す必要がある。 
 
(2) また、本年3月末に国から通知のあった「新地方行革指針」において、公

の施設について施設の存廃も含めた抜本的な見直しを行うことが示された。 
 
(3) このため、公の施設のあり方を見直すため、民間有識者等で構成する検

討機関を設置し、まずは直営施設について、施設のあり方を検討すること

とした。 

 

２ 検討部会設置の趣旨、役割等 

 (1) 公の施設のあり方の見直しは、別途策定する見直し指針に基づき行うが、

その見直し作業の過程において、民間委員から納税者及び施設利用者の視

点に立った意見をいただき、各部局長と議論しながら、部会としての見直

しの最終方針を作成し、行政改革・地方分権推進本部会議に報告する。 
 
(2) 具体的には、各施設別に、必要性、有効性等について検討し、次のよう

な方向性を出す。 

・廃止、統合、譲渡、存続 

・指定管理者制度又は地方独立行政法人制度の導入 

・経営の効率化のための方策、具体的な維持管理・運営経費の設定 

・その他 

 

３ 検討部会の組織 

「行政改革・地方分権推進委員会」の専門部会（作業部会的なもの）と

して、民間委員（行革推進委員会委員、大学教授、公認会計士、企業経営

者、ＮＰＯ関係者、教育関係者等 10 名）と各部局の長（９名）で構成す

る。 



愛媛県公の施設のあり方検討部会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 愛媛県行政改革・地方分権推進委員会設置要綱（平成７年 10 月３日制定）第７

条の規定に基づき、愛媛県行政改革・地方分権推進委員会（以下「委員会」という。）

に愛媛県公の施設のあり方検討部会（以下「部会」という。）を設置する。 

 

（任務） 

第２条 部会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を委員会会長に報告する。 

（１）県が設置する公の施設のあり方に関する事項 
（２）その他部会長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 部会は、知事が委嘱する委員 10 人以内及び愛媛県行政改革・地方分権推進本部

会議本部員をもって組織する。 
２ 部会に部会長を置く。 

３ 部会長は、部会の委員が互選する。 

４ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。 

 
（会議） 

第４条 各部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。 

２ 部会は、必要があるときは、部会委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことが

できる。 

 
（解散） 

第５条 部会は、その任務が達成されたときに解散する。 

 

（庶務） 

第６条 部会の庶務は、総務部新行政推進局行政システム改革課において処理する。 
 

（補則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 

 

   附 則 
 この要領は、平成１７年 10 月 27 日から施行する。 

  



 

 

愛媛県公の施設のあり方検討部会委員名簿 
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